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社会保険未加入対策
パンフレット

適用除外承認を受けて加入した建設国保は「適切な保険」です！
現場入場にあたり、
あらためて協会けんぽに入る必要はありません！

現場担当者の誤った認識により現場入場を拒否される
ケースが発生しています。正しい理解をお願いします！

注 意

※ガイドラインにおける「適切な保険」とは、事業主が従業員を加入させる義務のあるすべての保険を指します。

所属する事業所 就労
形態

労働保険 社会保険 「下請けガイドライン」における
「適切な保険」の範囲事業所の

形態
常用労働
者の数 雇用保険 医療保険

（いずれか加入） 年金保険

法人

１人～ 常用
労働者 雇用保険※2

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）※１

厚生年金 ３保険（雇用、医療、厚生年金）

－ 役員等 －

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）※１

厚生年金 医療保険、厚生年金

個人
事業主

５人～ 常用
労働者 雇用保険※2

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保
険組合（建設国保等）※１

厚生年金 ３保険（雇用、医療、厚生年金）

１人～
４人

常用
労働者 雇用保険※2 ・国民健康保険

・国民健康保険組合（建設国保等） 国民年金 雇用保険（医療保険と年金保険
は個人で加入）

－ 事業主
一人親方 － ・国民健康保険

・国民健康保険組合（建設国保等）
国民年金

医療保険と年金保険は個人で加
入（一人親方は請負としての働
き方をしている場合に限る）

※１：年金事務所で健康保険の適用除外の承認を受けて、国民健康保険（組合）に加入している
※２：週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない
※2016年12月５日付・国交省事務連絡「建設業における社会保険への加入の徹底に係る注意点について」別添資料より引用

事業主に従業員を加入させる義務があるもの
個人で加入

「適切な保険」一覧表

「適切な保険」加入について理解しよう！

法人事業所および常時５人以上の従業員がいる個人
事業所に雇用されている方の場合、健保適用除外承認
を受けて建設国保に加入し、雇用保険、厚生年金に加入
していれば、従来どおり現場入場可能です。

個人事業所（常用労働者数５人未満）に
雇用されている常用労働者の場合、雇用保
険は事業主の義務により加入、建設国保と
国民年金は個人での加入となります。

※一人親方は請負としての働き方を
　している場合に限る

個人事業所の事業主・一人親方は建設
国保と国民年金を個人で加入します。

Ｑ ： 私が入るべき「適切な保険」って？ Ａ ： 事業所規模や就労形態（雇用または請負）によって
　　入るべき保険（雇用、医療、年金）が異なります。

◆建設国保に加入されている方は

国交省策定・社会保険の加入に関する
下請指導ガイドラインにおける

内部資料

2017年４月以降、さらに社
会保険加入指導が強化

２次下請以下でも社会保険
未加入業者は

公共工事の現場から排除
されます！

各専門工事業団体が作成した業種ごとの「標準見積書」 ※国土交通省ＨＰ内に掲載

等をご参考ください。

○ 国土交通省ＨＰ：「標準見積書」で検索　

国土交通省が作成した ※国土交通省ＨＰ内に掲載
○「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」簡易版・詳細版
国土交通省ＨＰ：「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」で検索

全建総連が作成した ※全建総連ＨＰ内に掲載
○標準見積書 賃金リーフ（2014年11月）
http://www.zenkensoren.org/wp/wp-content/uploads/2016/12/141112zs_chingin_leaf.pdf

○全建総連版標準見積書作成マニュアル（2014年5月）
http://www.zenkensoren.org/wp/wp-content/uploads/2016/12/141114zs_houteihukuripanfu.pdf
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「適切な保険」加入の費用を見積書の中で要求しよう！

内訳を明らかにした見積書を作成しよう！

自分たちから動きだそう！ 未来のために声をあげよう！

「適切な保険」に加入するための費用は、見積り段階から内訳を明らかにして要求する必要があります！

国交省・社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインには
▶見積り時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要がある
▶見積書に法定福利費相当額が明示されているのにもかかわらず、これを尊重せず一方的に削減したり、含めない金額
で請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の
取引依存度等によっては、建設業法第19条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある

としています。
見積り段階からの要求が大切！

国交省・法定福利費を内訳明示した見積書の活用状況等に関する調査（2016年度）によると

「適切な保険」に加入するための正しい理解、「適切な保険」加入のための費用を
明らかにした見積書の作成、適切な請求で、建設労働者の公的保障の確保、
未来の担い手確保につなげましょう！

見積書の作成手順は

※複数回答可による
　比率のため
　100％を超える

している
57.9％

して
いない
42.1％

公共工事ではないから 21.4％

提出しても意味がないと考えたため 27.8％

注文者から提出するような指示がなかったから 71.5％

▶下請企業による「見積書」の提出 ▶「見積書」を提出しない理由

受け取ってもらえなかった 1.9％

法定福利費は減額されない契約となった 37.1％

見積り金額どおりの契約になった 54.0％

▶「見積書」を提出した結果

あきらめず、提出しよう！

ご相談は所属組合へ

●社会保険 についてわからないこと、現場担当者の対応に疑問がある
●建設国保加入者で法人成りを検討している、従業員が５人以上に増える等

ei-sagyo
タイプライターテキスト
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